
第１回枚方市新しい学校づくり協議会 次第 

 

 

日時：令和３年４月３日 15時～ 

場所：中宮北小学校図書室 

 

 

１．会長、副会長の選出について 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．協議会の主な内容について 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他 

 

 

 

 

 

 



枚方市新しい学校づくり協議会 委員名簿 

 

 

役 職 氏 名 

高陵小学校ＰＴＡ会長 大村 顕一郎 

中宮北小学校ＰＴＡ会長 加嶋 隼人 

高陵校区コミュニティ協議会会長 森 崇 

中宮北校区コミュニティ協議会会長 森田 吉彦 

高陵小学校校長 松浦 作仁 

高陵小学校教頭 明井 美絵 

中宮北小学校校長 中田 祐之 

中宮北小学校教頭 春永 剛 

枚方市教育委員会総合教育部新しい学校推進室長 山下 功 

枚方市教育委員会学校教育部学校教育室長 桟敷 勝 

 

事務局：新しい学校推進室 



枚方市新しい学校づくり協議会設置規約 

 

 

（設置） 

第１条 高陵小学校及び中宮北小学校を統合する新しい学校づくりにかかる諸課題への対応を円滑

に進めるため、枚方市新しい学校づくり協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所管事項） 

第２条 協議会では、次の各号に掲げる事項（以下「所管事項」という。）について、協議・連絡調

整を行う。 

⑴ 学校名称、校歌、校章等について 

⑵ 学校運営及び教育計画について 

⑶ 通学路及び通学方法について 

⑷ ＰＴＡ組織について 

⑸ 学校施設、設備、備品等について 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、統合に関し教育長が必要と認める事項に関すること。 

（構成） 

第３条 協議会は、次に掲げる者で構成し、委員は教育長が依頼または指名する。 

⑴ 高陵小学校及び中宮北小学校の地域を代表する者 

⑵ 高陵小学校及び中宮北小学校の児童の保護者を代表する者 

⑶ 高陵小学校及び中宮北小学校の教職員を代表する者 

⑷ 総合教育部新しい学校推進室長及び学校教育部学校教育室長 

⑸ 前各号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める者 

（意見の聴取等） 

第４条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者から意見若しくは説明を聴くことが

できる。 

（会議の運営） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 協議会の会議は、会長が招集する。 

３ 協議会の会長及び副会長は、構成する者の互選によって定める。 

４ 会長は、会議の進行を担当する。 

５ 会長に事故があるときは、副会長が代行する。 

６ 会議は、原則として公開する。 

（守秘義務） 

第６条 協議会の委員及び第４条の規定に基づき協議会の会議に出席した者（以下この条において

「委員等」という。）は、会議（所管事項の遂行に伴う活動を含む。）を通じて知り得た秘密を他

に漏らしてはならない。委員等でなくなったときも、また、同様とする。 

（事務局） 
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第７条 協議会の事務局は、総合教育部新しい学校推進室が担当する。 

（補則） 

第８条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

附 則 

この規約は、令和３年４月１日から施行する。 



委員

事務局

・地域からの代表（校区コミュニティ協議会会長など）　　・保護者からの代表（ＰＴＡ会長など）

・学校からの代表（校長・教頭など）　　　・教育委員会からの代表（学校教育室長、新しい学校推進室長）

・教育委員会事務局総合教育部新しい学校推進室

　※令和３年４月１日以降の新名称に変更しています。

枚方市新しい学校づくり協議会の概要 資料２

新しい学校づくりに向けて、諸課題への対応策について協議・連絡調整を行う。

通学路等

安全・安心に関すること
地域・PTAに関すること新しい学校に関すること

枚方市新しい学校づくり協議会 情報

発信

保護者、地域住民等
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令和３年度枚方市新しい学校づくり協議会の主な内容

２０２１年度（令和３年度）

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月

枚方市新しい学校
づくり協議会

第１回

８月 ９月

第１１回第２回 第３回 第４回 第５回 第６回
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・閉校式、
記念品作成
等について
案の提示

・「新しい
学校づく
り」につい
て
・仮設校舎
の運用につ
いて

・仮設校舎
の運用につ
いて

・「新しい
学校づく
り」につい
て

・通学路
（案）計画
作成につい
て

・現地調査
（危険箇所
確認）につ
いて

第１２回第７回 第８回 第９回 第１０回

・通学路改
善方法の検
討について

※予定は皆さまと協議させていただく中で変更される場合があります。

協議・実施期間

移転するもの、廃棄するもの等の精査期間等

高陵小から中宮

北小へ移転

新しい学校名（案）について

校歌・校章・校旗について

６月末までに必要な物品を確定する必要あり

登校班編成等 新しい通学路での通学訓練

７月末関係機関へ要望〆

必要に応じて、現地安全対策

・学校間交流事業の確認・報告

・保護者、地域への統合協議会だよりの発行
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